
 
 

議案第１号 新規入会及び会則の改正（案）について 

 

第１章 総則 

  

（名称） 

第１条 この会は、さいたま市居住支援協議会（以下「本会」という。）という。 

 

（目的） 

第２条 本会は、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」（平成１

９年法律第１１２号。以下「法」という）第５１条第１項に基づき、法第２条第１項に規

定する住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関し、住宅確保要配慮者又は

民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等の支援や住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅

への円滑な入居の促進について必要な措置を協議することにより、さいたま市における

福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目的とする。 

 

（活動） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

⑴ 住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等の支援に関する

こと。 

⑵ 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び居住の安定方策に関す

ること。 

⑶ 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する啓発活動及び民間

賃貸住宅の賃貸人からの物件提供促進のための環境整備に関すること。 

⑷ 入居者の居住の安定確保その他目的達成のために必要な事業。 

 

（会員） 

第４条 本会の会員は、別表のとおりとする。 

 

（会長） 

第５条 本会に会長を置く。 

２ 会長は、さいたま市建設局建築行政部長とする。 

３ 会長は、本会を代表し、会務を総括し、総会を招集して議長となる。 

４ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する者がその

職務を代理する。 
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第２章 組織 

 

（総会） 

第６条 総会は、会員をもって構成し、毎年１回、定期総会を開催するほか、会長が必要と

認めた場合又は会員の３分の１以上の請求があった場合には、その都度臨時総会を開催

する。 

２ 総会は、次の事項を承認議決する。 

⑴ 本会の事業計画に関すること。 

⑵ 本会の事業報告に関すること。 

⑶ 本会会則の制定及び改廃に関すること。 

⑷ 部会の設置に関すること。 

⑸ その他本会に関する基本的事項及び重要事項に関すること。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、会員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴く

ことができる。 

 

（定足数等） 

第７条 総会は、会員の過半数の出席により成立し、総会の議事は、出席者の過半数によっ

て決する。 

２ 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、

又はその権限の行使を他の会員に委任することができる。この場合において、受任者の特

定がないときは会長に委任したものとみなし、前項の規定の適用については、出席した会

員とみなす。 

 

（部会） 

第８条 本会は、第３条の活動を専門的かつ具体的に協議するため、部会を設置することが

できる。 

２ 部会長及び構成員は、総会で選任する。 

３ 部会長は、部会員を代表し、会務を総括し、部会を招集して議長となる。 

４ 部会長は、必要があると認めるときは、部会の構成員以外の者の出席を求め、説明又は

意見を聴くことができる。 

 

（事務局） 

第９条 本会の事務局は、さいたま市建設局建築行政部住宅政策課に置く。 

 

 

2



 
 

 

第３章 その他 

 

（秘密の保持） 

第１０条 会員は、本会の事業の実施に関して知り得た情報を第三者に漏らしてはならな 

い。また、知り得た個人情報の漏洩、滅失及び毀損の防止、その他個人情報の適切な管理 

のために必要な措置を講じなければならない。 

 

（雑則） 

第１１条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

 この会則は、令和元年８月３０日から施行する。 

 

 この会則は、令和２年５月２２日から施行する。 

 

この会則は、令和３年５月１２日から施行する。 

 

この会則は、令和５年５月１２日から施行する。 

 

この会則は、令和６年５月１０日から施行する。 

 

この会則は、令和７年５月１３日から施行する。 

 

この会則は、令和８年 月  日から施行する。 
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別表（第４条関係） 

 

 

 

不動産関係団体等 

公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会  

大宮支部・さいたま浦和支部・埼葛支部 

公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部  

県中央支部・県北支部 

埼玉県住宅供給公社 

独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部  

埼玉エリア経営部 

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 

 北関東ブロック 埼玉県支部 

居住支援団体等 

社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会 

公益社団法人埼玉県社会福祉士会（居住支援法人） 

ホームネット株式会社（居住支援法人） 

特定非営利活動法人リビングサービス 

一般財団法人高齢者住宅財団 

行 政 機 関 

（国・県の機関） 
川越少年刑務所 

行 政 機 関 

（さいたま市） 

市民局市民生活部人権政策・男女共同参画課 

福祉局生活福祉部地域福祉推進室 

福祉局生活福祉部生活福祉課 

福祉局長寿応援部高齢福祉課 

福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課 

福祉局障害福祉部障害福祉課 

子ども未来局子ども育成部子育て支援課 

経済局商工観光部観光国際課 

建設局建築行政部住宅政策課 
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新 旧 対 照 表 

さいたま市居住支援協議会会則 

改 正 後 改 正 前 

〔略〕 

（会長） 

第５条 〔略〕 

２ 会長は、さいたま市建設局建築行政部長とする。 

〔略〕 

（事務局） 

第９条 本会の事務局は、さいたま市建設局建築行政部住宅政策課に置く。 

〔略〕 

 

別表（第４条関係） 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〔略〕 

（会長） 

第５条 〔略〕 

２ 会長は、さいたま市建設局建築部長とする。 

〔略〕 

（事務局） 

第９条 本会の事務局は、さいたま市建設局建築部住宅政策課に置く。 

〔略〕 

 

別表（第４条関係） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

不動産関係団体等 

公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会  

大宮支部・さいたま浦和支部・埼葛支部 

公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部  

県中央支部・県北支部 

埼玉県住宅供給公社 

独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部  

埼玉エリア経営部 

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 

 北関東ブロック 埼玉県支部 

居住支援団体等 

社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会 

公益社団法人埼玉県社会福祉士会（居住支援法人） 

ホームネット株式会社（居住支援法人） 

特定非営利活動法人リビングサービス 

一般財団法人高齢者住宅財団 

不動産関係団体等 

公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会  

大宮支部・さいたま浦和支部・埼葛支部 

公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部  

県中央支部・県北支部 

埼玉県住宅供給公社 

独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部  

埼玉エリア経営部 

居住支援団体等 

社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会 

公益社団法人埼玉県社会福祉士会（居住支援法人） 

ホームネット株式会社（居住支援法人） 

特定非営利活動法人リビングサービス 

一般財団法人高齢者住宅財団 
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改 正 後 改 正 前 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

行 政 機 関 

（国・県の機関） 
川越少年刑務所 

行 政 機 関 

（さいたま市） 

市民局市民生活部人権政策・男女共同参画課 

福祉局生活福祉部地域福祉推進室 

福祉局生活福祉部生活福祉課 

福祉局長寿応援部高齢福祉課 

福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課 

福祉局障害福祉部障害福祉課 

子ども未来局子ども育成部子育て支援課 

経済局商工観光部観光国際課 

建設局建築行政部住宅政策課 

 

 

行 政 機 関 

（さいたま市） 

市民局市民生活部人権政策・男女共同参画課 

福祉局生活福祉部生活福祉課 

福祉局障害福祉部障害福祉課 

福祉局長寿応援部高齢福祉課 

福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課 

子ども未来局子ども育成部子育て支援課 

経済局商工観光部観光国際課 

建設局建築部住宅政策課 
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議案第２号 部会長及び構成員の選任（案）について 

 
さいたま市居住支援協議会会則第８条第２項の規定により、部会長及び構成員を選任する。 

 

● 部会長（案） 

 さいたま市建設局建築行政部住宅政策課長 

● 部会の構成員（案） 

 

不動産関係団体等 

公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会  

大宮支部・さいたま浦和支部・埼葛支部 

公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部  

県中央支部・県北支部 

埼玉県住宅供給公社 

独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部  

埼玉エリア経営部 

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 

 北関東ブロック 埼玉県支部 

居住支援団体等 

社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会 

公益社団法人埼玉県社会福祉士会（居住支援法人） 

ホームネット株式会社（居住支援法人） 

特定非営利活動法人リビングサービス 

一般財団法人高齢者住宅財団 

行 政 機 関 

（国・県の機関） 
川越少年刑務所 

行 政 機 関 

（さいたま市） 

市民局市民生活部人権政策・男女共同参画課 

福祉局生活福祉部地域福祉推進室 

福祉局生活福祉部生活福祉課 

福祉局長寿応援部高齢福祉課 

福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課 

福祉局障害福祉部障害福祉課 

子ども未来局子ども育成部子育て支援課 

経済局商工観光部観光国際課 

建設局建築行政部住宅政策課 

資 料 ２ 
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議案第３号 令和７年度事業報告（案）について 

 

１ 総会 

〇日 時  令和７年５月13日（火）１４：００～１６：００ 

〇場 所  ときわ会館５階 小ホール 

   ○議 事  議案第１号：新規入会及び会則の改正（案）について 

議案第２号：部会長及び構成員の選任（案）について 

         議案第３号：令和６年度事業計画（案）について 

         議案第４号：令和７年度事業計画（案）について 

         ※議案については全会一致で承認 

 

２ 部会 

＜第１回＞ 

〇日 時  令和７年８月４日（火）１４：００～１６：００ 

〇場 所  西会議棟１階 第７会議室 

〇議 題  （１）さいたま市居住支援研修会の開催について 

（２）さいたま市居住支援法人交流会の開催について 

 

＜第２回＞ 

※書面開催（令和７年 11月７日書類送付） 

〇議 題  （１）さいたま市居住支援研修会の実施報告について 

（２）令和７年度さいたま市居住支援法人交流会の実施報告について 

（３）改正住宅セーフティネット制度等の対応状況について 

 

  ＜第３回＞ 

〇日 時  令和８年３月16日（月）１４：００～１６：００ 

〇場 所  西会議棟１階 第７会議室 

〇議 題  議案第１号：新規入会及び会則の改正（案）について 

         議案第２号：部会長及び構成員の選任（案）について 

議案第３号：令和７年度事業報告（案）について 

議案第４号：令和８年度事業計画（案）について 

会議資料及び議事録の市ホームページ公開について    

         ＜報告事項＞ 

住まい相談支援窓口の相談受付状況について   

 

 

資 料 ３ 
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３ 事業 

（１）居住支援研修会の実施 

  住宅確保要配慮者に対する入居支援の情報提供や課題の共通認識を図るため、居住支援に係る研

修を実施しました。 

 

〇日 時  令和７年８月26日（火）１３：３０～１６：３０ 

〇場 所  大宮区役所２階 ２０１・２０２会議室 

  ○出席者  さいたま市居住支援協議会構成員（行政） 

区役所関係課職員（福祉課・支援課・高齢介護課） 

福祉まるごと相談窓口職員（会計年度任用職員含む） 

地域包括支援センター職員 

障害者生活支援センター職員  

うち、研修会参加人数：40名 

 

  ○内 容  （１）改正住宅セーフティネット制度について  

説明：さいたま市建設局建築部住宅政策課 

（２）福祉まるごと相談窓口での居住支援 

                     説明：さいたま市福祉局生活福祉部生活福祉課 

（３）住宅確保要配慮者への居住支援法人の活動 

講師：株式会社東京Ｍデザインラボ （居住支援法人）代表取締役 日野 真理子 氏 

サポート: 株式会社 Prevision-Consulting（居住支援法人） 代表取締役 伊藤 広明  氏 

（４）居住支援に関する意見交換会 

                      ファシリテーター：公益社団法人埼玉県社会福祉士会（居住支援法人） 

 

（２）居住支援法人交流会の開催 

居住支援法人間の情報共有や連携強化を図るため、さいたま市を支援事業区域とする居住支援法 

人を集めた交流会を実施いたしました。 

 

〇日 時  令和７年 10月 20 日（月）１４：００～１６：３０ 

〇場 所  ときわ会館５階 第３会議室 

 ○出席者  さいたま市を支援事業区域としている居住支援法人 14団体 16名 

 ○内 容  入居支援の円滑な進め方についての情報交換 

（１）入居支援における困難ケースの対応事例や解決方法、課題について 

（２）法人同士の協力体制について 

（３）居住支援法人と行政又は地域包括支援センター等の関係機関との連携 
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（４）セーフティネット法の改正後の対応状況や課題について 

（５）その他（周知事項） 

 

（３）2025 年度居住支援地域連携強化研修会（埼玉エリア）の共催 

  行政（住宅・福祉）、不動産、福祉関係者に対して、居住支援に関する基調講演、事例報告、また

グループワークを行う研修会を一般社団法人全国居住支援法人協議会と共催いたしました。 

 

〇日 時  令和８年１月27日（火）１０：００～１６：３０ 

〇場 所  コルソホール（コミュニティプラザ・コルソ 7階） 

 ○出席者  37団体 50 名（内訳）住宅行政：5団体 11名、福祉行政：12団体 15名、 

 不動産関係者：11団体 12名、福祉関係者：5団体6名  

その他：4団体6名 

 ○内 容  入居支援の円滑な進め方についての情報交換 

（１）基調講演 

・改正住宅セーフティネット法における市町村の協議会づくりの必要性と在り方 

講師：国土交通省住宅局安心居住推進課 課長補佐 岡田修治氏 

・自治体単位の居住支援協議会・地域ネットワークの必要性について 

講師：厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室 室長補佐 佐藤隆氏 

（２）事例報告 

・福祉と不動産の連携事例に学ぶ：円滑なネットワーク構築と自治体への期待 

報告者：株式会社あんど 共同代表 友野剛行氏 

・"残置物処理に困らない仕組み"改正法下で居住支援法人に出来ること 

報告者：ホームネット株式会社 居住支援連携室 種田聖氏 

（３）グループセッション 

・報告・講演内容について質疑 

（４）グループワーク 

・「県内での居住支援のネットワークをどうすれば構築できるか」について 

   〇その他  さいたま市居住支援協議会以外の後援・共催団体 

【後援】埼玉県、さいたま市  

【共催】埼玉県住まい安心支援ネットワーク 

 

 

（４）住宅政策課への入居相談の調査・分析について（参考資料２参照） 

  住まい探しの相談に関する特徴や課題を把握し、今後の居住支援活動に役立てるため、住宅政策

課に寄せられた相談内容等の調査分析を行いました。 
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○対  象  住宅政策課に寄せられた入居相談（電話・窓口） 

○調査期間  令和７年４月～令和８年３月 

〇調査件数  99件 

〇内  容  参考資料２のとおり 

 

（５）セーフティネット法改正に伴う居住サポート住宅の相談状況について 

  〇認定戸数  さいたま市…０戸 

         埼玉県  …０戸 

         全国   …254 戸  （４月 16日時点）  

 

   〇相談件数  ４件（居住支援団体） 

   〇相談内容  ・居住サポート住宅の概要説明について知りたい。（１件） 

・戸建てをシェアハウスとして登録したい。（３件） 

   〇課  題  ・戸建てをシェアハウスとする場合は「寄宿舎」として、建築基準法や消防法上

の基準を満たす必要がある。 

          ・帳簿作成や定期報告など認定事業者としての負担が大きい。 
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議題第４号 令和８年度事業計画について（案） 

  

 

１ 総会 

   ○日 時  令和８年５月19日（火）１４：００～１６：００を予定 

   ○場 所  さいたま市役所 本庁舎２階 特別会議室 

○議 事  議案第１号：新規入会及び会則の改正（案）について 

議案第２号：部会長及び構成員の選任（案）について 

議案第３号：令和７年度事業報告（案）について 

議案第４号：令和８年度事業計画（案）について 

 

２ 部会 

＜第１回＞ 

○日 時  令和８年７月16日（木）１４：００～１６：００を予定  

○場 所  さいたま市役所 本庁舎10階 会議室 

○議 題  （１）貸主・不動産事業者向け居住支援セミナーの開催について 

（２）職員向け居住支援セミナーの開催について 

 

＜第２回＞ 

○日 時  令和８年 11月６日（金）１４：００～１６：００を予定 

○場 所  ときわ会館３階 第２会議室 

○議 題  （１）貸主・不動産事業者向け居住支援セミナーの実施報告について 

（２）職員向け居住支援セミナーの実施報告について 

       （３）居住支援法人交流会の開催について 

 

＜第３回＞ 

○日 時  令和９年３月16日（火）１４：００～１６：００を予定 

○場 所  西会議棟１階 第７会議室 

 ○議 題  議案第１号：新規入会及び会則の改正（案）について  

議案第２号：部会長及び構成員の選任（案）について  

議案第３号：令和８年度事業報告について（案） 

       議案第４号：令和９年度事業計画について（案）  

 

 

 

 

資 料 ４ 
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３ 事業 

（１）貸主・不動産事業者向け居住支援セミナーの開催 

住宅確保要配慮者の入居に対する貸主・不動産事業者の理解促進と不安の軽減を図るため、居住支援

に関する支援制度や相談窓口、住宅セーフティネット制度等の最新情報を提供するセミナーを開催する。 

 

  ○日 時  令和８年８月頃を予定  

○対 象  貸主、不動産事業者（管理会社） 等  

    ○内 容  ・住宅セーフティネット制度説明 

・不動産関係団体講演 

          ・居住支援法人講演        等 

 

（２）職員向け居住支援セミナーの開催 

改正住宅セーフティネット制度が運用される中で、住宅部局と福祉部局が課題を共有し、最新の制度

内容や運用状況を相互に理解することにより、居住支援の一層の円滑な実施を図るため、居住支援に関

するセミナーを実施する。 

 

  ○日 時  令和８年 10月頃を予定 

○対 象  福祉まるごと相談窓口職員、区役所関係課、シニアサポートセンター、障害者生活

支援センター 等               

   ○内 容  ・住宅セーフティネット制度について 

         ・福祉まるごと相談窓口の制度内容について 

         ・居住支援法人の活動内容の周知 

・グループワーク（意見交換会）     等 

 

（３）居住支援法人交流会の開催 

居住支援法人間の情報共有及び連携強化を図るため、居住支援法人を対象とした交流会を開催する。 

○日 時  令和８年 11月頃を予定 

 ○対 象  本市を業務区域としている居住支援法人（令和８年４月 16日時点 21 団体） 

 ○内 容  ・要配慮者からの相談状況や課題についての情報共有 

       ・住宅セーフティネット制度についての情報提供     等 
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（４）入居支援ガイドブックの作成 

住宅確保要配慮者への制度周知を図るため、令和４年度に作成した「さいたま市入居支援ガイドブッ

ク」について、令和７年 10 月施行の住宅セーフティネット法改正に合わせて内容の見直しを行う。併

せて、令和２年度に作成した「さいたま市居住支援ガイドブック」の内容も統合し、両冊子を１冊にま

とめて作成する。 

 

○掲載内容  改正住宅セーフティネット制度の最新情報、住まいを探す上での基礎知識、各種

支援制度、オーナー向け情報 等 

〇発行時期  令和８年 12月頃（予定） 

○作成部数  2,000 部（予定） 

※冊子の作成に加え、市ホームページにも PDF 版を掲載する。 

  ○配布場所  住宅政策課、各区役所情報公開コーナー、 

各区高齢介護課、支援課、福祉課（福祉まるごと相談窓口） 等 
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参考資料１
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地域福祉推進室の設置

5

設置の
目的

複雑化・複合化する地域生活課題に対応し、誰ひとり取り残さない地域共生社会の実現に向けた
包括的な支援体制の整備を推進するため、全庁的な調整機能を担う組織として、福祉局に「地域
福祉推進室」を設置した。（令和7年4月）

設置の社会的背景
 「地域力の低下」や複雑化・複合化する新たな課題に対応していくためには、制度・分野ごとの「縦割り」や
「支え手」「受け手」という関係を超えて地域をともに創っていく、地域共生社会の実現が不可欠。

 国は、平成30年と令和3年の2回にわたって社会福祉法の改正を行い、市町村に対して包括的な支援
体制の整備を求めている。

 福祉局内はもとより、子育て、保健医療、教育、住まい、環境、交通、商工業等、既存のあらゆる制度・
分野の垣根を超えた、多様な主体による部局横断的な連携体制の構築が求められている。

地域福祉推進室の具体的な役割

包括的な支援体制の整備の推進

孤独・孤立対策の推進

誰ひとり取り残さない地域共生社会の実現に向けた取組の更なる強化

１

２

 令和7年度からコミュニティソーシャルワーカーの配置を市の事業に位置づけ、実施区を段階的に拡大し、令和９年度の全区展開を目指す。
 国の「重層的支援体制整備事業」の枠組みを参照し、本市の実態に即した重層的支援体制の整備を進める。
 既存の「相談支援」や「地域づくり」に関する取組をつなげ、より実効性の高い連携体制を構築すべく、部局を超えた調整を行う。

 令和6年4月に施行された孤独・孤立対策推進法では、地方公共団体の努力義務規定として、国民の理解の増進、相談支援、人材確保、
地域協議会の設置などが掲げられていることから、庁内調整を行い、施策を推進していく。

 孤立死対策も含め、孤独・孤立の状態にある人を社会全体で支えていくための仕組みづくりを目指す。

３
 ケアラー・ヤングケアラー支援や市社会福祉協議会との連携を更に強化するほか、保健福祉総合計画の中間見直し（令和８年度）や再犯
防止・更生保護の推進など、地域共生社会の実現に向けた各種取組を推進する。

地域福祉推進室
の設置
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住宅政策課への入居相談の調査・分析について 

 
（１）相談件数及び相談理由 
 調査対象：住宅政策課に寄せられた入居相談（電話・窓口） 
 調査期間：Ｒ７年４月〜Ｒ８年３月 
 相談件数：99 件（重複なし） 
 
  

属性 相談件数 
高齢者 48 
障害者 18 
低額所得者 8 
生活保護 6 
ひとり親世帯 5 
DV 被害者 4 
子育て世帯 3 
外国人 2 
被災者 1 
不明 4 
合計 99 

 
※障害者内訳：身体障害 6 件、精神障害 4 件、知的障害２件、種別不明 6 件 
※入居支援制度リスト配布：52 件 
 
（２）相談の特徴 
①相談属性について 
・属性別では、昨年度同様、高齢者が 48 件(48.4%）、と最も多く、約半数を占めている。 
 そのうち 16 件はインターネットの閲覧が難しいため、紙資料を送付して対応している。 
・障害者は 18 件(18.1%）と昨年度（21 件）より減少しているものの、依然として件数は多

く、身体障害等により、自身での不動産店等を利用した物件探しが難しい方も多い。 
・低額所得者は 8 件(8.0%）、生活保護は 6 件(6.0%）と、昨年度（低額所得者 6 件、生活保

護 4 件）よりそれぞれ増加している。経済的に困窮しているケースでは、福祉的支援を同
時に要する場合が多いため、福祉まるごと相談窓口や各区福祉課担当ケースワーカーを
案内し、必要に応じて住宅ソーシャルワーカーを活用してもらうケースもある。 

 
 
 

相談理由 相談件数 
支援制度を知りたい 66 
審査が通らない 8 
急を要する転居 7 
立ち退き 5 
属性による入居拒否 5 
DV 等による転居 4 
連帯保証人・緊急連絡先がいない 3 
転居費用がない 1 
合計 99 

参考資料２ 
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②相談理由について 
・昨年度同様に、「支援制度を知りたい」という問い合わせが 66 件(66.7%)と最も多く、全

体の 6 割を占めている。 
自身での住まい探しをまだ始められていない方が多く、自ら物件探しができる状況の方
には「さいたま市入居支援制度」の協力不動産店名簿、や「セーフティネット住宅」を案
内している。 

・「審査が通らない」は 8 件（8.0％）で、昨年度（1 件）より増加している。年齢や経済的
事情を理由に審査が通らない例が多く、福祉まるごと相談窓口や住宅ソーシャルワーカ
ーの活用を案内している。 

・「急を要する転居」による転居相談は 7 件（７％）であり、昨年度（5 件）より増加して
いる。転居までの猶予が短い相談が多く、居住支援法人やシェルター事業等を案内した。 

・「属性による入居拒否」は 5 件（5％）で、昨年度（15 件）より減少している。入居を断
れた理由として、主に年齢を理由とするものは 4 件、国籍を理由とするものは 1 件で  
あった。 

・無収入や無貯金、転居費用がない等の場合は、転居費用や入居契約時の初期費用等が必要
になることを説明し、確保するよう求める他、必要に応じて各区の福祉まるごと相談窓口
等を案内している。 

 
（３）課題 
・現状、セーフティネット住宅の空き住戸が少なく、相談者の方に提供できる物件情報が十

分に足りていない状況である。空き戸数を増やすため、不動産事業者等への制度周知を引
き続き行い、登録促進を図る必要がある。 

・高齢者や障害者、生活保護など、庁内各課や相談機関との連携が必要なケースが多いこと
から、引き続き連携体制の整備を進めていく必要がある。 

・高齢者などの、インターネットを用いた資料の閲覧が難しい方も一定数いるため、ホーム
ページ等を利用したオンライン化を進めるとともに、ガイドブック等の紙資料も必要と
なる。 
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